
福井県産業廃棄物処理センターの維持管理状況の情報 

 

 

 

 

（１）敷地境界線における塩化水素濃度の測定に関する事項（２地点） 

測定日

結果が得られた日

測　定　項　目 測定点 No.1 No.2 No.1 No.2

塩化水素濃度 ppm <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1
協定

基準値

5月1日 11月11日

法規制・協定

基準値平成25年

平成25年度

4月18日 10月22日

 

 

 

 

（２）敷地境界線における騒音の測定に関する事項 

測定日 4月2日 5月21日 6月25日 7月10日 8月30日 9月26日 10月17日 11月26日 12月26日 1月27日 2月27日 3月28日

結果が得られた日 4月9日 5月21日 6月25日 7月17日 8月30日 9月26日 10月24日 11月26日 12月26日 1月27日 2月27日 3月28日 基準値 法規制・協定

朝 ｄB（A） 53 54 53 54 55 53 53 54 53 54 54 55 65 協定

昼間 ｄB（A） 54 54 55 53 55 54 53 53 55 53 53 55 65
〃

夕 ｄB（A） 52 53 55 53 54 54 54 52 55 53 55 54 65
〃

夜間 ｄB（A） 53 53 55 54 55 53 54 53 53 54 55 53 65
〃

騒　　音

平成25年

平成25年度

基準値平成26年

 

 

 

 

 

 

 



（３）敷地境界線における悪臭の測定に関する事項（２地点） 

測定日

結果が得られた日

測定項目 測定点 No.1 No.2 No.1 No.2

アンモニア ppm <0.1 0.1 <0.1 <0.1 2 協定

メチルメルカプタン ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.004
〃

硫化水素 ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.06
〃

硫化メチル ppm <0.001 <0.001 0.001 <0.001 0.05
〃

二硫化メチル ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.03
〃

トリメチルアミン ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.02
〃

アセトアルデヒド ppm <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.1
〃

スチレン ppm <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.8
〃

ノルマル酪酸 ppm <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.002
〃

ノルマル吉草酸 ppm <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.002
〃

イソ吉草酸 ppm <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.004
〃

平成25年

平成25年度

法規制・協定基準値

基準値

5月1日 11月11日

4月18日 10月22日

 


